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児童手当の支給漏れについて

南河内郡河南町において、児童手当の支給漏れがありました。

１０月支給分（令和６年６月～９月分）の児童手当において、対象者から、児童手当の支給の通知が届いてい

ないとの問い合わせにより、受給者２８人分（児童数４５人）１，９８０，０００円の支給が出来ないことが、判明

しました。

■ 原因など

【本件に対する問い合わせ】

〒５８５－８５８５ 大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９－６ 教・育部こども１ばん課

TEL：0721-93-2500 FAX：0721-93-７５６０

担当者：山田・北井 メールアドレス：kodomo@town.kanan.osaka.jp

児童手当は、毎年６月に実施している受給者の所得状況調査において、保護者で比較し、今年度の所得が

高い方に認定請求書を提出していただくところ、申請の案内を送付しておらず、児童手当の認定ができな

かったことから、１０月７日（月曜日）に支給すべき児童手当が支給できなくなりました。

■ 今後の対応

対象となりました皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

対象者には、１０月５日（土曜日）、6日（日曜日）に各家庭へ訪問し、認定請求書の提出案内を行い、早急に

支給する予定です。

今後、このようなことがないよう適正な事務処理を徹底し、事務処理の見直しやダブルチェックを徹底する

など、再発防止に努めてまいります。
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